
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
十
七
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十

五
号
）
第
七
十
六
条
の
六
の
二
第
三
項
及
び
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
）
第
二
百
四
十
九
条
の
六
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
薬
品
、
医
療

機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
七
十
六
条
の
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
製

造
等
を
広
域
的
に
禁
止
す
る
指
定
薬
物
等
で
あ
る
疑
い
が
あ
る
物
品
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
九
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
五
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

第
一
項
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三
十
九

Ａ
Ｎ
―
Ｄ
Ｒ
Ｏ
Ｍ
Ｅ
―
Ｄ
Ａ
（
販
売
名
が
ア
ン
ド
ロ
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
）

植
物
片

四
十

ａ
ｇ
ｅ
Ｈ
ａ

２
Ｎ
Ｄ

液
体

四
十
一

Ｃ
Ｈ
Ａ
Ｋ
Ｒ
Ａ

Ｇ
Ｒ
Ｅ
Ｅ
Ｎ

植
物
片

四
十
二

Ｃ
Ｒ
Ａ
Ｓ
Ｈ

Ｓ
Ｌ
ｉ
Ｐ

植
物
片

四
十
三

Ｄ
Ｅ
Ｅ
Ｐ

Ｓ
Ｅ
Ａ
４
２
０
Ｍ
（
販
売
名
が
デ
ィ
ー
プ
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
）

植
物
片

四
十
四

Ｅ
ｒ
ｉ
ｋ
ａ

Ａ
Ｒ
Ｏ
Ｍ
Ａ

Ｌ
Ｉ
Ｑ
Ｕ
Ｉ
Ｄ

液
体



四
十
五

Ｅ
ｒ
ｏ
ｓ
ｓ

Ｋ
Ｉ
Ｗ
Ａ
Ｍ
Ｉ

極
（
販
売
名
が
エ
ロ
ス
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
）

植
物
片

四
十
六

Ｅ
ｒ
ｏ
ｓ
ｓ

淫

液
体

四
十
七

Ｅ
Ｒ
Ｏ
Ｓ
Ｓ

罪

Ｇ
Ｕ
Ｉ
Ｌ
Ｔ
Ｙ

液
体

四
十
八

Ｅ
ｒ
ｏ
ｓ
ｓ

乱

液
体

四
十
九

Ｅ
ｘ
ｃ
ｉ
ｔ
ｅ

Ｆ
Ｕ
Ｃ
Ｋ

２

粉
末

五
十

Ｇ
Ｉ
Ｒ
Ｌ

Ｆ
Ｒ
Ｉ
Ｅ
Ｎ
Ｄ

Ｂ
Ｌ
Ｕ
Ｅ

Ｓ
Ｈ
Ｏ
Ｅ
Ｓ

植
物
片

五
十
一

Ｇ
Ｉ
Ｒ
Ｌ

Ｆ
Ｒ
Ｉ
Ｅ
Ｎ
Ｄ

Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｅ

植
物
片

五
十
二

Ｇ
Ｉ
Ｒ
Ｌ

Ｆ
Ｒ
Ｉ
Ｅ
Ｎ
Ｄ

Ｎ
Ｅ
Ｗ

植
物
片

五
十
三

Ｇ
Ｉ
Ｒ
Ｌ

Ｆ
Ｒ
Ｉ
Ｅ
Ｎ
Ｄ

Ｒ
Ｅ
Ｄ

Ｓ
Ｈ
Ｏ
Ｅ
Ｓ

植
物
片

五
十
四

Ｈ
ｏ
ｌ
ｉ
ｄ
ａ
ｙ

Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｅ
Ｒ

液
体

五
十
五

Ｈ
ｙ
ｐ
ｅ
ｒ

Ｆ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ｈ
（
販
売
名
が
ハ
イ
パ
ー
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
）

植
物
片

五
十
六

Ｈ
ｙ
ｐ
ｅ
ｒ

Ｒ
ｏ
ｃ
ｋ
ｅ
ｔ
！
！
！

植
物
片

五
十
七

Ｉ
Ｍ
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｔ

植
物
片

五
十
八

Ｊ
ａ
ｇ
ｕ
ａ
ｒ

植
物
片

五
十
九

Ｊ
Ｕ
Ｐ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ

植
物
片

六
十

Ｋ
Ｏ
Ｎ
Ｏ
Ｈ
Ａ

Ａ
Ｒ
Ｏ
Ｍ
Ａ

Ｌ
Ｉ
Ｑ
Ｕ
Ｉ
Ｄ

液
体



六
十
一

Ｍ
ｏ
ｅ
ｂ
ｉ
ｕ
ｓ

Ｇ
Ｒ
Ｅ
Ｅ
Ｎ

植
物
片

六
十
二

Ｍ
ｏ
ｅ
ｂ
ｉ
ｕ
ｓ

Ｐ
Ｕ
Ｒ
Ｐ
Ｌ
Ｅ

植
物
片

六
十
三

Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｕ
Ｒ
Ｎ

植
物
片

六
十
四

Ｓ
Ｐ
Ｅ
Ｅ
Ｄ

Ｍ
Ａ
Ｘ

粉
末

六
十
五

Ｔ
Ｉ
Ｃ
Ｋ
Ｅ
Ｔ
Ｓ

Ｃ
Ｉ
Ｒ
Ｃ
Ｕ
Ｓ
（
販
売
名
が
サ
ー
カ
ス
マ
ジ
ッ
ク
で
あ
る
も
の
を

液
体

含
む
。
）

六
十
六

Ｔ
Ｉ
Ｃ
Ｋ
Ｅ
Ｔ
Ｓ

Ｃ
Ｉ
Ｒ
Ｃ
Ｕ
Ｓ
（
販
売
名
が
サ
ー
カ
ス
バ
ル
ー
ン
で
あ
る
も
の
を

液
体

含
む
。
）

六
十
七

秋
さ
ち
こ
（
販
売
名
が
さ
ち
こ
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
）

植
物
片

六
十
八

神
龍

Ｂ
Ｌ
Ｕ
Ｅ

粉
末

六
十
九

神
龍

Ｇ
Ｒ
Ｅ
Ｅ
Ｎ

粉
末

七
十

め
っ
ち
ゃ
エ
ロ
ス

液
体

七
十
一

め
っ
ち
ゃ
エ
ロ
ス

粉
末

第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
物
品
の
包
装
）

２

前
項
の
表
に
掲
げ
る
物
品
の
包
装
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。



（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
厚
生
労
働
省
医
薬
食
品
局
監
視
指
導
・
麻
薬
対
策
課
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
り
公
表
す
る
。
）


